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ど
を
考
え
て
み
た
い
が
、
そ
の
前
に
「
春
秋
」
並
び
に

か
が
わ
れ
る
。

を
伴
う
現
象
に
解
す
る
。
「
春
秋
」
に
見
え
る
具
体
的
な
災
也
と
し
て
は
、

る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
「
春
秋
」
お
よ
び
そ
の
注
釈
行
で
あ
る
「
左
佃
」
に
見
え
る
災
害
の
件
数
に
つ
い
て
言
う
と
、
早
（
大
内

・

一
四
件
、
水
（
大
水

・
大
雨
）
が
一
ー
件
、
飢
．

骰
が
七

ft、
地

旱

．
雨
ふ
ら
ず
）
が
二
八
件
、
殺
（
生

・
奴

・
各

・
盛

・
螺

．
舷
）
が

嘉

五

件

、
雪
が
三
件
、
●
但
が
三
件
、
泳
が
二
件
、
山
崩
れ
が
二
件
、
t
和
が
一
件
と
な
っ
て
い
る
。

「
春
秋
」
並
び
に
「
左
他
」
に
よ
る

当
時
の
腹
業
生
産
、
社
会
生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
う

限
り
春
秋
時
代

、

旱
・
翡
•
水
に
も
と
づ
く
災
害
が
最
も
頻
発
し
、発

生
時
期
、
被
害
の
程
度
、
対
策
、
早
災
と
水
災
と
の
関
係
な

小
論
は
春
秋
時
代
の
災
害
の
中
、
と
く
に
水
旱
災
を
中
心
に
発
生
数
、

「
左
偵
」
に
見
え
る
水
旱
災
を
表
示
し
て
お
く
こ
と
に
す
る

「
左
他
」
は
他
と
略
称
）
。

ま

し

が

き

911, 

春

秋

時

代

の
水

旱

災

水
早
、
地
霰
、
晶
害、
雷
、

四
、

~
但、

>
。
し
た
が
っ
て
中
国
の
史
書
は
早
く
か
ら
災
害
を
記
録
し
て
お
り
、

中
国
に
お
い
て
災
害
の
社
会
に
及
ぽ
す
影
響
は
き
わ
め
て
大
き
し

記
録
の
先
縦
を
な
す
の
は
「
春
秋
」
で
あ
必
。
た
だ
し
「
春
秋
」
が
っ
た
え
る
自
然
現
象
は
災
害
と
言
う
よ
り
、
災
異
で
あ
る
。
災
異
を

u

こ
こ
で
い
う
災
害
は
災
に
あ
た
る
も
の
で
、
単
な
る
異
変
で
は
な
く
、
被
害

ど
う
規
定
す
る
か
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
説
が
あ
る
が
、

お
そ
ら
く
中
国
は
世
界
に
お
い
て
最
も
ま
と
ま
っ
た
災
害
史
の
史
料
を
も
つ
国
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
災
害
の

佐

藤

山
崩
れ
な
と
を
あ
げ

武
（
「
春
秋
」
は
経
、

敏
ニ
四

(768) 



七
一
四

七
―
―

七

0
七

六
九
九

六
八
九

六
八
三

六
七
〇

六
六
九

六
六
三

六
五
七

六
四
九

六
四
七

六
四
一

六
三
九

六
二
五

六
一
七

六
一
四

六
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六

0
1

五
九
九

五
八
八

五
八
六

五
八
四

西
暦
前

＿年

・
月
（尉
叡
）

悶

公

九

年

三

月

桓

公

元

年

秋

右
に
同
じ
五
年
秋

右
に
同
じ
十
三
年
夏

荘

公

ヒ

年

秋

右
に
同
じ
十
一
年
秋

右
に
同
じ
二
十
四
年
秋

右
に
同
じ
二
十
五
年
秋

右
に
同
じ

三
十
一
年
冬

倍

公

三

年

右
に
同
じ
十
一
年
八
月

右
に
同
じ
十
三
年
九
月

右
に
同
じ
十
九
年
秋

右
に
同
じ
二
十
一
年
夏

文

公

二

年

右
に
同
じ
十
年

右
に
同
じ
十
三
年

宣

公

七

年

秋

右
に
同
じ
八
年

右
に
同
じ
十
年
秋

成

公

三

年

秋

右
に
同
じ
五
年
秋

右
に
同
じ
七
年
冬

春
秋
時
代
の
水
早
災

君
主
名

＇ヽ 

ク

1
4鼻ヽ

’

)
u
i
r》

n
n
,
E
u
v

,

レ
f
9

、

―

大
雨

大
水

大
甚

大
水

大
水
、
麦
苗
な
し

宋
に
大
水
あ
り

大
水

大
水

雨
ふ
ら
ず

十
月
よ
り
五
月
迄
雨
ふ
ら
ず

大
方

大
gfo

衛
に
大
旱
あ
り

大
旱

十
二
月
よ
り
七
月
迄
雨
ふ
ら
ず

正
月
よ
り
七
月
迄
雨
ふ
ら
ず

正
月
よ
り
七
月
迄
雨
ふ
ら
ず

大
旱

旱大
水

大
母

大
水

大
ぶ

水

旱

災

記

事

右 右 右 経 他 右 右 経右経他右経経経経経右経経右経僻
にこにに にに に ． に ． ． に ． に ・
同同同 同 同同博同他他同他同他
じじじ じじじ じ じ じ

出

典

二
五

氏
会
箋
」
は
襄
公
五
年
の
條
で
杜
注
や
正
義
の
説
に

合
も
旱
と
書
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
左

場
合
雰
と
書
い
た
が
、
ま
た
全
く
雰
を
行
わ
な
い
場

を
行
い
、
雨
が
降
ら
な
い
場
合
旱
と
書
き
、
降
っ
た

雨
則
書
旱
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
る
と
、

ゴJ=

「
書
旱
而
不
書
雰
、

考
無
功
、
或
不
雰
也
」
と
し
、

雨
、
故
書
旱
」
と
し
、
変
公
五
年
他
「
秋
、
大
雰
、

旱
」
に
注
し
て
「
雰
而
獲
雨
、
故
甚
雰
而
不
害
旱
」

と
し
て
い
る
。
ま
た
襄
公
五
年
偵
正
義
も
「
t
．
グ
不
得

倍
公
二
十
一
年
経

「
夏
大
旱
」
に
注
し
て
「
雰
不
獲

う
か
。
杜
預
は
宣
公
七
年
経
「
大
旱
」
に
注
し
て

こ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ

「
旱
」
、
「
雨
ふ
ら
ず
」
の
三
種
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。

が
、
「
春
秋
」
並
び
に
「
左
他
」
で
は
旱
に
「
大
F
勺」、

春
秋
時
代
、
災
害
で
最
も
多
い
の
は
旱
災
で
あ
る

．
 

ヽ

春
秋
時
代
の
1
ー
災

(769) 



ら
ず
」
は
一
定
の
長
い
期
間
降
雨
が
な
か
っ
た
場
合
の
記
録
の
仕
方
で
あ
り
、

災
害
を
与
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

発
生
数
に
つ
い
て
言
う
と
、
「
大
雰
」

⑱
 

ニ
八
で
あ
る
。
た
だ

「
春
秋
」
、

「
左
偲
」
に
次
表
の
よ
う
な
飢

・
磯
が
あ
る
。

せ
ら
れ
な
か
っ
た
か
に
つ
い
て
は
「
左
氏
会
箋
」
は

「
大
旱
」

「
左
氏
会
箋
」図

一
九
（
昭
公
二
十
五
年
七
月
上
辛

・
季
辛
を
一
っ
と
す
）
、
「
雨
ふ
ら
ず
」
究
、
「
旱
」
四
で
、

廿

の
言
う
よ
う
に
六
月
以
降
に
及
ぶ
場
合
は

よ
り
甚
だ
し
い
か
ら
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

お
そ
ら
く

「
雨
ふ

四四五五五五五五五五五五五五五五
八九 0 0 0 -―二二三三四四五六六
〇八三三九七八三六六九五九五五八

隈

公

五

年

秋

右
に
同
じ
八
年
九
月

右
に
同
じ
十
七
年
九
月

右
に
同
じ
二
十
四
年
七
月

右
に
同
じ
二
十
八
年
八
月

昭

公

三

年
八
月

右
に
同
じ
六
年
九
月

右
に
同
じ
十
六
年
九
月

右
に
同
じ
十
九
年
冬

右
に
同
じ
二
十
四
年
八
月

右
に
同
じ
二
十
五
年
七
月

定

公

元

年

九

月

右
に
同
じ
七
年
四
月

右
に
同
じ
七
年
九
月

右
に
同
じ
十
二
年
秋

哀

公

一
十
五
年
八
月

大
心b

一
大
雰

大
雰

大
水

大
心
グ

大
雰

大
雰

大
雰

鄭
に
大
水
あ
り

大
雰

上
辛
大
雰
、
季
辛
ま
た
大
雰

大
雰

大
心
グ

大
雰＿豆

経
•

他

経右
に
同
じ

右
に
同
じ

右
に
同
じ

経
•

他

経経
•

他

何経
•

閲

右
に
同
じ

経右
に
同
じ

右
に
同
じ

右
に
同
じ
一

右
に
同
じ

．
 

五
月
迄
「
雨
ふ
ら
ず
」

の
場
合
、
旱
と
言
わ
な
い
の

は
災
を
な
さ
な
い
か
ら
で
、
七
月
に
至
っ
て
も
「
雨

ふ
ら
ず
」
で
あ
る
場
合
、
そ
の
災
害
は
「
大
旱
」
よ
り
甚
だ
し
か
っ
た
も
の
と
推
測
し
て
い
る
。
後
者
の
場
合
ど
う
し
て
「
大
旱
」
と
t
r

考
え
て
い
る
。
し
か
し
「
左
氏
会
箋
」

は
十
月
か
ら

の
場
合
は
五
殺
の
収
穫
が
い
く
ら
か
あ
っ
た
か
ら
と

旱
、
五
穀
猶
有
収
」
と
注
し
て
い
る
。
「
雨
ふ
ら
ず
」

子
秋
七
月
」
の
條
で
杜
預
は
「
不
雨
足
為
災
、
不
苔

ら
ず
」
は
、
文
公
二
年
経
「
自
十
有
二
月
不
雨
、
至

か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
次
に
「
雨
ふ

分
つ
も
の
で
な
く
、
雰
を
行
わ
な
い
と
き
は
旱
と

If

っ
た
結
果
、
雨
が
降
っ
た
か
ど
う
か
が
旱
と
雰
と
を

春
秋
時
代
の
水
旱
災

反
対
し
て
「
夫
書
零
則
不
害
旱
、
書
旱
則
不
囀
、
獲
雨

輿
否
非
所
論
也
」
と
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
雰
を
行

ニ
ナ

(770) 



西
暦
前

＿

＿

年
・
月
（
い
紅
5
)
-

七

一

六

陸

公

六

年

冬

京

師

飢

ゆ
大
い
に
麦
禾
な
し
（
経
）
、
飢
ゆ

（悔）

六

六

六

荘

公

二

十

八

年

冬

六
四
七

倍

公

十

三

年

冬

晉

緞

ゆ

六

四

六

右

に

同

じ

十

四

年

冬

秦

餓

ゆ

六
―
一
文
公
十
六
年
八
月
楚
大
い
に
飢
ゆ
、
宋
飢
ゆ

五

九

四

宣

公

十

五

年

冬

鍛

ゆ

四

八

一

哀

公

十

四

年

冬

餓

ゆ

衆
、
今
旱
而
聴
於
君
、
其
天
道
也
、
…
…
」
と
の
ぺ
た
と
い
う
。
倍
公
十
三
年
に
見
え
る
晉
の
磯
は
旱
に
も
と
づ
く
よ
う
で
あ
る
が
、
た

だ
し
こ
の
年
、
魯
の
方
で
も
大
雰
を
行
っ
て
お
り
、
旱
災
が
広
い
地
域
に
わ
た
っ
て
い
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。
隈

．
餓
の
例
を
除
き
、

は
っ
き
り
旱
災
を
示
し
て
い
る
の
は
二
八
件
で
、
魯
の
唸
公
か
ら
哀
公
迄
二
四
一
年
間
に
二
八
件
と
な
る
と
約
八

・
六
年
に
一
回
の
発
生

率
と
な
る
。

春
秋
時
代
の
水
旱
災

こ
れ
を
君
主
別
に
見
る
と
、

隠
公
（
在
位
―
一
年
）

0
、

（
在
位
二
年
）

0
、
侶
公
（
在
位
三
三
年
）
五

公
（
在
位
一
八
年
）
二
、
襄
公
（
在
位
三
一
年
）

（
在
位
一
八
年
）

（
衛
の
一
例
を
ふ
く
む
）
、
文
公
（
在
位
一
八
年
）
三
、

四
、
昭
公
（
在
位
三
二
年
）

五
、
定
公
（
在
位
一
五
年
）

ー
と
な
る
。
旱
災
は
倍
公
以
降
増
し
、
と
く
に
倍
公

・
襄
公
・
昭
公
・
定
公
の
時
代
に
多
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

次
に
旱
災
の
時
期
で
あ
る
が
、
大
t
―
方
は
四
月
が
定
公
七
年
、
七
月
が
昭
公
二
十
五
年
、
八
月
が
侶
公
十
一
年
、
迎
公
二
十
八
年
、
昭
公

三
年
、
昭
公
二
十
四
年
、
哀
公
十
五
年
、
九
月
が
倍
公
十
三
年
、
襄
公
八
年
、
襄
公
十
七
年
、
昭
公
六
年
、
昭
公
十
六
年
、
定
公
元
年
、

定
公
七
年
、
他
に
秋
が
桓
公
五
年
、
成
公
三
年
、
襄
公
五
年
、
定
公
十
二
年
、
冬
が
成
公
七
年
と
な
っ
て
お
り
、
秋
と
り
わ
け
八
・
九
月

が
多
い
。
旱
は
夏
が
倍
公
二
十
一
年
、
秋
が
侶
公
十
九
年
、
宣
公
七
年
、
冬
が
宣
公
八
年
で
、

恒
公

秋
が
多
い
。

二
七

「
雨
ふ
ら
ず
」
は
五
月
迄
が

一
、
旺
公
（
在
位
三
二
年
）

宣
公
（
在
位
一
八
年
）
二
、

四
、
哀
公
（
在
位
二
七
年
）

成

-
、
OO
公

君
主
名

飢

・
鍛

の

記

事

―
出

僻経
•

他

他右
に
同
じ

右
に
同
じ

経
・
附

経

典

こ
ろ
公
孫
枝
が
「
君
有
施
於
晉
君
、
晉
君
無
施
於
其

で
、
「
国
語
」
晉
語
三
は
晉
が
罹
を
秦
に
乞
う
た
と

測
さ
れ
る
。
明
ら
か
な
例
は
倍
公
十
三
年
の
晉
の
殺

災
に
も
と
づ
く
も
の
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推

飢
餓
字
」
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
緞
・
飢
に
は
旱

年
悔
の
「
左
氏
会
箋
」
は
「
穀
不
熟
謂
之
限
、
飢
乃

飢
と
隊
の
違
い
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
文
公
十
六

(771) 



倍
公
三
年
、
七
月
迄
が
文
公
二
年
、
文
公
十
年
、
文
公
十
三
年
で
、

に
よ
り
旱
災
は
秋
が
最
も
多
力
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

七
月
迄
の
が
多
い
が
、
こ
れ
は
文
公
時
代
に
集
中
し
て
い
る
。
以
上

と
こ
ろ
で
春
秋
時
代
、
こ
う
し
た
旱
災
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
対
策
が
と
ら
れ
た
か
。
最
も
代
表
的
な
の
は
呪
術
的
宗
教
で
あ
り
、

し
か
も
次
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
方
法
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

思
わ
れ
る
。

一
九
件
に
も
の
ぽ
っ
て
い
る
。
大
雰
の
時
期
は
一
定
し
て
い
な
い
が
、
秋
が
多
か
っ
た
こ

と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
た
だ
し
「
左
他
」
桓
公
五
年
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

秋
大
寄
、
苔
不
時
也
、
凡
祀
、
啓
蟄
而
郊
、
龍
見
而
雰
、
始
殺
而
牲
、
閑
挫
而
添
、
過
則
書
、

こ
れ
は
郊

．
雰

・
牲

．
悉
の
祭
祀
が
一
定
の
月
に
行
わ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、

月
」
と
さ
れ
る
。
「
建
巳
之
月
」
は
四
月
で
あ
る
。
「
左
氏
会
箋
」
は
rn方
に
二
つ
あ
り

力
遥
、
然
後
雰
、
苔
之
正
也
」
と
あ
る
の
が
寄
の
原
意
を
制
明
し
た
も
の
で
、

ば
は
皿
が
見
え
る
月
、
杜
預
の
注
で
は
「
建
巳
之

―
つ
は
「
建
巳
之
月
」
で
秤
雨
を
祈
っ
た
も
の
、

も
う
―
つ
は
呼
旱
の
祭
り
で
、
旱
喚
に
当
た
る
と
夏
秋
を
問
わ
ず
随
時
祭
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
後
者
が
大
雰
で
あ
る
が
、
「
春
秋
」

つ
ま
り
四
月
の
雰
は
記
録
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
い
る
。
恒
礼
の
布
に
つ
い
て
「
礼
記
」
月
令
の
仲
夏
（
五
月
）
と
い

固

う
説
も
あ
る
。
た
だ
秋
田
成
明
氏
は
寄
は
元
来
、
旱
魃
に
際
し
て
臨
時
に
行
わ
れ
た
祭
祀
で
、

で
は
恒
礼
、

「
其
時
窮
、
人

れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
推
定
が
正
し
く
、
し
た
が
っ
て
春
秋
時
代
の
大
雰
は
旱
に
当
た
っ
て
随
時
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と

一
定
の
場
所
で
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
論
語
」
先
進
篇
に
曽
何
の
こ
と
ば
と
し
て
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

莫
春
者
、
春
服
既
成
、
冠
者
五
六
人
、
童
子
六
七
人
、
浴
乎
祈
、
風
乎
舞
雰
、
詠
而
帥
、

「
舞
雰
に
風
す
」
は
風
に
さ
ら
し
て
身
体
を
か
わ
か
す
と
い
う
説
も
あ
る
が
、
雨
乞
い
の
土
埴
で
雨
乞
い
の
祭
り
の
舞
を
す
る
と
解
す

次
に
大
雰
は
春
秋
時
代
、

第
一
は
大
雰
。
こ
れ
が
最
も
頻
繁
に
見
え
、

春
秋
時
代
の
水
l
姦
災

弓
が
常
祭
化
さ
れ
た
の
は
戦
国
末
以
後
で
あ
ろ
う
、
と
さ

「
穀
梁
他
」
定
公
元
年
に

ニ
八
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春
秋
時
代
の
水
1
ド
災

る
説
の
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
論
語
」
顔
渕
篇
に
も
「
奨
迎
従
遊
於
舞
雰
之
下
」
と
見
え
、

の
近
く
で
遊
ん
た
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
雨
乞
い
の
土
壇
は
「
左
側
」
赴
公
十
年
に
見
え
る
寄
門
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

杜
預
は
害
門
は
魯
の
南
城
門
と
し
、
「
左
氏
会
箋
」
は
「
魯
城
南
之
右
日
巧
門
、
南
城
西
門
也
、
面
臨
雰
水
、
因
名
」
と
し
て
い
る
。
曲

固

阜
の
魯
城
は
一
里
四
方
位
の
城
郭
に
囲
ま
れ
、
各
城
壁
に
は
三
門
ず
つ
あ
り
、
真
中
の
台
地
に
宮
殿
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た

だ
「
水
経
注
」
巻
二
五
泡
水
注
に
は
南
門
（
稜
門
）
が
雰
門
で
、
門
の
南
に
高
さ
三
丈
の
寄
坦
が
あ
っ
た
と
い
う
説
が
見
え
て
い
る
。
し

か
し
こ
れ
は
「
左
他
」
荘
公
十
年
の
「
左
氏
会
箋
」
が
言
う
よ
う
に
稜
門
を
雰
門
と
見
な
す
こ
と
は
難
し
く
、
雰
門
の
南
に
E

方
坦
が
設
け

と
こ
ろ
で
谷
と
は
ど
う
い
う
祭
祀
で
あ
っ
た
か
。
害
の
字
義
に
つ
い
て
「
礼
記
」
月
令

・
祭
法
な
ど
の
鄭
玄
注
は
旺
問
し
て
雨
を
請
う

も
の
と
し
、
「
爾
雅
」
釈
訓
の
郭
瑛
注
、
「
公
羊
偲
」
柏
公
五
年
何
休
注
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
は
字
が
雨
に
従
い
、
音
が
町
に
近
い
か
ら

で
あ
る
。
「
左
博
」
桓
公
五
年
の
正
義
引
服
虔
注
、
お
よ
び
杜
預
注
は
「
故
祭
天
遠
応
百
穀
祈
翡
雨
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
左
氏

会
箋
」
も
言
う
よ
う
に
雰
を
迂
と
読
み
、
遠
と
訓
じ
た
も
の
で
あ
る
。
天
を
祭
り
、
遠
く
百
穀
の
た
め
に
科
雨
を
祈
る
の
が
t
．りた
と
言
う
。

し
か
し
こ
れ
ら
は
漢
以
後
の
解
釈
で
、
そ
れ
以
前
も
そ
う
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
疑
問
が
あ
る
。

に
は
雰
に
ふ
れ
て
い
る
箇
所

が
か
な
り
あ
る
。
今
そ
れ
ら
を
詳
し
く
検
討
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
ま
ず
同
書
地
官
舞
師
の
と
こ
ろ
に
「
教
皇
舞
、
帥
而
舞
旱
膜
之
事
」

と
あ
り
、
鄭
玄
は
「
旱
暖
之
事
」
は
害
で
あ
る
と
い
う
。
皇
舞
に
つ
い
て
は
鄭
司
農
は
「
蒙
邪
舞
、
害
或
為
翌
、
或
篇
義
」
と
し
、

鄭
玄

は

「
皇
、
析
五
采
初
為
之
」
と
し
て
い
る
。
皇
舞
は
同
書
春
官
衆
師
に
も
見
え
、
こ
こ
で
も
鄭
司
盟
は
羽
で
頭
を
覆
い
、
翡
翠
の
羽
を
衣

⑥
 

飾
る
こ
と
と
解
し
て
い
る
が
、

鄭
玄
は
五
采
の
羽
を
手
に
も
っ
て
舞
う
こ
と
だ
と
し
て
い
る
。
清
朝
の
学
者
も
い
ろ
い
ろ
説
を
な
し
て
い

る
が
、
恵
士
奇
は
皇
は
冠
、
「
説
文
」
鳥
部
観
（
か
わ
せ
み
）

解
し
、
孫
飴
譲
は
舞
師
の
四
舞
（
兵
舞

・
祓
舞

・
利
舞

・
皇
舞
）
、

ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

二
九

築
師
の
六
舞
（
戟
舞

・
利
舞

・
皇
舞

・
鹿
舞

・
干
舞
・
人
舞
）
い
ず

に
よ
る
と
糾
は
雨
を
予
知
す
る
の
で
旱
の
と
き
配
冠
を
か
ぶ
っ
て
輯
る
と

「
周
礼
」

染
迎
が
孔
子
の
供
を
し
て
雨
乞
い
の
土
堺
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れ
も
手
で
舞
器
を
執
る
も
の
で
、
冠
は
用
い
な
い
と
解
し
て
い
る
。
「
周
礼
」

化
さ
れ
て
お
り
、
前
説
の
よ
う
に
具
体
的
な
形
象
を
あ
ら
わ
す
の
が
よ
り
原
始
的
方
法
で
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
う

し
た
雰
を
舞
う
人
は
春
官
司
巫
の
條
に
よ
る
と
、
司
巫
が
大
旱
の
と
き
巫
を
ひ
き
い
て
舞
う
と
い
う
。
た
だ
し
巫
に
男
巫
・
女
巫
が
あ
り
、

春
官
女
巫
の
條
に
「
旱
暖
則
舞
雰
」
と
あ
る
の
で
舞
う
の
は
女
巫
で
あ
る
。
し
か
し
地
官
舞
師
で
舞
う
の
は
舞
徒
、
地
官
榮
師
で
舞
う
の

は
国
子
と
な
っ
て
お
り
、
必
ず
し
も
女
巫
だ
け
に
限
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
雰
を
実
施
す
る
主
体
は
「
周
礼
」
で
は
国
家
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
費
用
に
つ
い
て
地
官
栢
人
に
「
旱
嘆
共
其
雰
敏
」
と
見

え
る
。
鄭
司
腹
は
「
寄
事
所
発
叙
」
と
し
て
い
る
が
、
国
家
が
費
用
を
全
部
負
担
で
き
な
い
と
き
は
民
家
か
ら
欽
め
る
こ
と
と
解
さ
れ
て

い
る
。
孫
胎
譲
困
そ
の
例
と
し
て
「
晏
子
春
秋
」
諌
上
篇
の

「
齊
大
旱
、
逍
時
、
景
公
召
群
臣
問
日
、
天
不
雨
久
突
、
吾
使
人
卜
、
云
崇

在
高
山
廣
水
、
森
人
欲
少
賦
欽
、
以
祠
蓋
山
可
乎
」
と
い
う
記
事
を
あ
げ
て
い
る
。

と
思
わ
れ
る
が
、
春
秋
時
代
も
こ
れ
に
近
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

呪
術
的
宗
教
の
第
二
は
暴
巫
で
あ
る
。
「
左
他
」
倍
公
二
十
一
年
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

夏
大
旱
、
公
欲
焚
巫
厄
、
減
文
仲
日
、
非
旱
備
也
、
脩
城
郭
、
貶
食
省
用
、
務
稲
勧
分
、
此
其
務
也
、
巫
厄
何
第
、
天
欲
殺
之
、
則
如

勿
生
、
若
能
為
旱
、
焚
之
滋
甚
、
公
従
之
、

是
歳
也
、
飢
而
不
害
、

暴
巫
、
つ
ま
り
巫
厄
を
焼
き
殺
そ
う
と
し
た
の
は
「
左
偲
」
で
は
こ
の
例
だ
け
で
、
し
か
も
咸
文
仲
の
反
対
に
あ
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
な

ぃ
。
た
だ
「
礼
記
」
棺
弓
篇
下
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

歳
旱
、
穆
公
召
縣
子
而
問
然
、
日
、
天
久
不
雨
、
吾
欲
暴
厄
、
而
癸
若
、
日
天
久
不
雨
、
而
暴
人
之
疾
子
、
店
、
母
乃
不
可
奥
、
然
則

吾
欲
暴
巫
、
而
哭
若
、
日
、
天
則
不
雨
、
而
望
之
愚
婦
人
、
於
以
求
之
、
世
乃
巳
疏
乎
、
：
．．．． 

以
上
、
「
周
礼
」
に
お
け
る
”
グ
を
見
て
き
た
が
、

こ
の
つ
た
え
の
時
代
が
明
ら
か
で
な
い
。

春
秋
時
代
の
水
n
r
災

、’ノ4
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戦
国
時
代
の
俯
況
を
多
く
反
映
し
て
い
る
，

の
場
合
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

後
説
で
は
簡
略
化
、
抽
象
゜



春
秋
時
代
の
水
堪
災

魯
の
穆
公
と
熙
子
と
の
間
で
旱
に
あ
た
っ
て
K
丘
旺
を
暴
す
こ
と
が
話
合
わ
れ
、
低
子
の
反
対
で
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

こ
れ
も
春
秋
時
代
に
暴
巫
が
問
題
と
な
っ
た
こ
と
を
哀
す
例
で
あ
る
。

「
左
個
」
に
は
知J

公
二
十
一
年
に
舞
万
を
行
っ
た
こ
と
が
見
え
な
い
。
舞
E£
か
効
果
が
な
い
こ
と
か
ら
暴
巫
が
問
題
に
な
っ
た
と
す
る
こ

と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
暴
巫
の
原
始
的
な
意
味
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
栂
で
は
他
公
の
時
代
が
旱
災
が
最
も
多
く
、
各
種
の
呪

呪
術
的
宗
教
の
第
三
は
山
川
に
対
す
る
祀
り
で
あ
る
。
「
左
他
」
倍
公
十
九
年
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

秋
、
…
…
於
是
甜
大
旱
、
卜
有
事
於
山
川
、
不
吉
也
、
寧
荘
子
日
、
昔
周
飢
、
剋
股
而
年
豊
、
今
那
方
無
道
、
諸
侯
無
伯
、
天
其
或
者

欲
使
衛
討
那
乎
、
従
之
、
師
興
而
雨
、

衛
の
大
旱
の
際
、
山
川
を
祀
る
こ
と
を
卜
し
、

不
吉
と
出
、
那
を
伐
っ
て
雨
が
降
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
邪
を
伐
っ
て
雨
が
降
っ
た

と
い
う
の
は
疑
わ
し
い
が
、
旱
に
山
川
の
神
を
祀
る
の
は
春
秋
時
代
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
「
左
他
」
昭
公
元
年
に
郎
の
子
産
の

榮
に

つ
い
て
、

「
周
礼
」
春
官
大
祝
の
鄭
玄
注
は

「
禁
如
日
食
、
以
朱
絲
禁
社、

こ
と
ば
と
し
て
「
山
川
之
神
、
則
水
旱
倣
疫
之
災
、
於
是
乎
禁
之
、
…
…
」
と
見
え
、
水
旱
艇
疫
の
災
に
は
山
川
の
神
に
パ
J

し
た
と
い
う
。

同
也
春
官
也
人
の
同
じ
く
鄭

玄
注
は
「
榮
、
謂
螢
部
所
祭
」
と
し
て
い
る
。
昭
公
元
年
の
杜
預
注
は
後
説
に
よ
っ
て
い
る
。
と
す
る
と
、
山
川
の
祀
り
は
決
ま
っ
た
と

邸
表
を
立
て
、
幣
を
用
い
て
こ
れ
に
告
げ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
「
左
個
」
昭
公
十
六
年
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

九
月
、
大
雰
、
旱
也
、
鄭
大
害
、
使
屠
撃
祝
款
登
柑
有
事
於
桑
山、

斬
其
木
、
不
雨
、
子
産
日
、
有
事
於
山
、
藤
山
林
也
、
而
斬
其
木
、

其
罪
大
突
、
奪
之
官
邑
、

こ
ろ
が
あ
る
の
で
な
く
、
臨
時
に
そ
の
地
に
営
み

術
的
宗
教
が
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

暴
巫
の
意
味
に
つ
い
て
「
周
礼
」
春
官
司
巫
の
鄭
司
設
の
注
は

「
魯
伯
公
欲
焚
巫
旺
、

攻
如
其
嗚
鼓
然
」
と
し、

以
其
舞
F
J
不
得
雨
」

と
し
て
い
る
。

た
だ
し
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年
）
、
齊
の
担
公
が
盟
主
と
な
っ
て
行
わ
れ
た
葵
丘
の
会
の
盟
約
が
「
孟
子
」
告
子
下
に
の
っ
て
い
る
が
、
「
無
泌

」
と
い
う
一
条
狛
が

な
く
、
戒
孫
辰
が
四
£
を
角
に
告
げ
た
こ
と
が
見
え
、
「
左
他
」

は
や
は
り
「
礼
也
」
と
し
て
い
る
。

パ
の

tl公
二
十
五
年
（
松
の
伯
公
九

以
上
は
滅
文
仲
の
提
案
で
あ
る
が
、
し
か
し
旱
災
に
あ
た
っ
て
実
際
ど
れ
程
実
施
さ
れ
た
か
疑
問
て
あ
る
。
こ
う
し
た
国
内
に
お
け
る

対
策
だ
け
で
な
く
、
春
秋
時
代
は
国
際
的
な
協
力
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
左
側
」
卜
公
六
年
に
冬
、

京
師
が
松

に
飢
を
知
ら
せ
て
き
た
の
で
、
松
は
宋

・
徊

．
舟

・
鄭
の
国
に
怖
を
諮
う
た
こ
と
が
見
え
る
。
「
左
附
」
は
こ
れ
を
「
礼
也
」
と
し
て
い

る
か
ら
、
当
時
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
春
秋
」
並
び
に
「
左
俯
」
吐
公
二
十
八
年
に
よ
る
と

冬
大
い
に

.‘

.込
A

カ

箋
」
の
よ
う
に
国
内
に
お
い
て
余
剰
の
殺
物
を
も
つ
も
の
を
し
て
分
施
さ
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

旱
災
の
年
に
血
業

大
夫

・
士
が
食
粗

・
喪
用
を
節
約
す
る
こ
と
だ
と
い
う
。

に
つ
い
て
ま
す
「
務
稿
」
は
、

杜
預
の
注
で
は

「務

春
秋
時
代
の
水
旱
災

鄭
の
大
旱
の
際
、
屈
撃

・
祝
款

・
翌
柑
の
三
人
に
命
じ
て
桑
山
で
祀
り
を
さ
せ
、
そ
の
木
を
斬
ら
せ
た
と
い
う
。

以
上
、
旱
に
あ
た
っ
て
山
川
を
祀
る
の
は
衛
や
姉
の
例
で
あ
る
が
、
他
の
国
で
も
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
春
秋
時
代
、
早
災
に
対
す
る
国
家
の
対
策
は
呪
術
的
宗
教
が
主
体
を
な
す
が
、
し
か
し
よ
り
合
理
的
な
対
策
が
全
く
行
わ

れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
左
俯
」
俯
公
二
十
一
年
に
よ
る
と
、
ー
入
文
仲
が
「
脩
城
郭
、
貶
食
省
用
、

の
ぺ
た
と
い
う
。
「
愉
城
郭
」
に
つ
い
て
「
左
氏
会
箋
」

は
国
家
に
穀
物
の
貯
蔵
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
左
他
」
文
公
十
六
年
に
「
宋
飢
、

さ
ら
に
「
務
稿
勧
分
」

倹
」
と
さ
れ
、
「
左
氏
会
箋
」
で
は
「
務
拙
、
間
以
稼
咄
為
務
也
、
如
漢
貸
稲
偕
牛
之
類
、
是
也
」

務
稿
勤
分
、

は
食
を
飢
民
に
給
し
て
城
守
を
修
め
さ
せ
る
こ
と
だ
と
す
る
が
、

ー
凶
其
粟
而
貸
之
」
と
あ
り

此
共
務
也
」
と

城
守
を
修
め
る
こ
と

は
見
え
な
い
が
、
緞
民
に
粟
を
貸
し
た
例
で
あ
る
。
次
に
「
貶
食
省
用
」
に
つ
い
て
「
左
氏
会
箋
」
は
「
礼
記
」
曲
礼
を
引
き
、
君
主

・

と
さ
れ
て
い
る
。

を
つ
と
め
る
の
も
疑
問
で
あ
り
、
「
左
氏
会
箋
」
の
況
の
よ
う
な
ら
翌
年
の
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
勧
分
」
は
杜
預
の
注
で
は
「
打
無

之
令
分
施
也
」
と
さ
れ
て
い
る
。
「
左
氏
会

相
済
」
と
さ
れ
、
「
左
氏
会
箋
」
で
は
「
君
之
倉
皮
、
不
足
遍
周
子
限
民

故
有
傭

者、

そ
の
た
め
に
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春
秋
時
代
の
水
准
災

春
秋
時
代
の
水
災
―
一
回
の
中
、
大
雨
は
隠
公
九
年
の
一
例
だ
け
で
、
他
は
大
水
で
あ
る
。
大
雨
に
つ
い
て
臣
公
九
年
経
に
「
三
月
癸

酉
、
大
雨
震
電
」

と
あ
り
、
「
左
個
」
は
「
春
王
三
月
癸
酉
、
大
雨
森
以
震
、
害
始
也
、
：
：
・
・
風
雨
、
自
三
日
以
往
為
謀
」
と
し
て
い
る
。

「
左
他
」
に
よ
る
と
三
月
癸
幽
か
ら
三
日
以
上
に
わ
た
る
長
雨
が
つ
づ
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
被
害
の
程
度
な
ど
は
明
ら
か
で
な

い
。
大
水
は
魯
で
は
桓
公
元
年
、
い
公
十
三
年
、
荘
公
七
年
、
荘
公
二
十
四
年
、
荘
公
二
十
五
年
、
宣
公
十
年
、
成
公
五
年
、
襄
公
二
十

四
年
で
あ
る
。
他
に
宋
で
は
旺
公
十
一
年
、
郎
で
は
昭
公
十
九
年
と
な
っ
て
い
る
。
全
部
で
―
一
回
で
あ
る
か
ら
、
春
秋
時
代
二
四
一
年

間
で
は
約
二
二
年
に
一
回
の
発
生
率
と
な
る
。
ま
た
君
主
別
（
他
国
の
例
を
ふ
く
む
）
に
見
る
と
、

ti公
二
、
荘
公
四
、
宣
公

一
、
成
公

一
、
渡
公
一
、
昭
公
一
で
、

111公
・
荘
公
時
代
が
と
く
に
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る。

発
生
の
時
期
は
夏
が
桓
公
十
三
年
、
秋
が
桓
公
元
年
、
荘
公
七
年
、
荘
公
十
一
年
、

公
十
年
、
成
公
五
年
、

襄
公
二
十
四
年
（
七
月
）
、
冬
が
昭
公
十
九
年
で
、

二
、

備
救
凶
患
」
と
あ
り
、

春
秋
時
代
の
水
災

の
盟
辞
に
も
「
救
災
患
、

伽
禍
乱
」
と
あ
る
。

見
え
る
。
餞
饉
の
際
、

の
会
の
盟
辞
に
も
「
同
伽
留
危
、

「
左
俺
」

大
半
が
秋
で
あ
る
。｀

 
大
水
は
秋
に
発
生
し
易
か
っ
た
こ
と
が

を
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
「
左
｛
」
成
公
十
二
年
に
見
え
る
宋
の
華
元
が
行
っ
た
西
門

公
十

一
年
に
見
え
る
k
・・ーに対
し
て
バ1
の
団
国
が
同
盟
し
た
嘔
の
盟

し
か
し
こ
れ
ら
の
盟
約
が
厳
密
に
守
ら
れ
た
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。
「
左
伯
」
位
公
十
＝

i

年
に
よ
る
と
、
そ
の
年
冬
、

晉
の
緞
饉
に
あ
た
っ
て
秦
に
紐
を
請
う
た
の
に
秦
で
は
子
桑
（
公
孫
枝
）
が
反
対
し
た
が
、
百
里

に
し
た
が
っ
て
晉
に
粟
を
輸
送
し
た
と
い
う
。
葵
丘
の
会
か
ら
間
も
な
く
の
こ
と
で
あ
る
が
、
盟
約
に
つ
い
て
は
異
論
も
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
時
代
が
下
が
る
に
つ
れ
て
協
力
が
円
滑
に
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

荘
公
二
十
四
年
（
八
月
）
、
壮
公
二
十
五
年
、
宣

の
意
見
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春
秋
時
代
の
水
旱
災

稜
も
大
き
な
損
害
を
う
け
た
こ
と
に
な
る
。
他
の
大
水
の
損
害
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

被
害
に
つ
い
て
見
る
と
、
「
左
他
」
加
公
元
年
に
「
凡
平
原
出
水
為
大
水
」
と
あ
る
か
ら
、

た
ら
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
災
専
が
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
例
は
少
な
い
。
た
だ
荘
公
七
年
の
経
に
「
秋
、
大
水
、
無
麦

腹
業
や
屈
民
の
生
活
に
大
き
な
災
害
を
も

友
苗
に
つ
い
て
杜
預
は
「
平
地
出
水
、

也
」
と
注
し
、
「
左
氏
会
箋
」
は
苗
と
は
禾
が
ま
だ
み
の
ら
な
い
も
の
、

古
苦
で
単
に
禾
と
い
う
の
は
槃
、

つ
ま
り
今
の
小
米
を
指
す
か

ら
、
麦
苗
と
は
熟
麦
と
梁
で
あ
る
と
い
う
。
た
だ
し
「
左
偲
」
荘
公
七
年
に
は
「
秋
、
無
麦
苗
、
不
害
嘉
穀
也
」
と
あ
り
、
杜
預
は
「
黍

苗
」
と
あ
り
、

標
殺
熟
麦
及
五
穀
之
苗

つ
ま
り
黍
稜
の
播
種
に
は
影
響
が
な
か
っ
た
と
い
う
。
次
に

「
左
僻
」
荘
公

若
之
何
不
弔
‘

••.
•.. 

」
と
あ
る
。
「
左
氏
会
箋
」
は
案
盛
は
祭

祀
に
用
い
る
嘉
穀
で
、
最
も
重
き
も
の
を
あ
げ
て
言
っ
た
の
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
と
す
る
と
、
麦
苗
の
み
な
ら
ず
嘉
穀
、
つ
ま
り
黍

そ
れ
で
は
松
の
場
合
、
ど
の
川
の
氾
濫
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
、
曲
阜
を
兵
中
に
し
て
そ
の
北
を
束
か
ら
西
に
剌
水
が
流
れ
、
そ
の
南
を

8
 

祈
水
が
流
れ
て
討
る
。
し
か
し
春
秋
時
代
は
こ
れ
と
相
違
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
「
水
経
注
」
巻
二
五
料
水
の

洒
水
又
西
南
流
巡
魯
縣
、
分
為
二
流
、
水
側
有
一
城
、
筏
二
水
之
分
会
也
、
北
円
沫
漬
、
春
秋
荘
公
九
年
経
書
、
冬
浚
株
、
京
相
瑶
服

皮
杜
預
並
言
、
沫
水
在
松
城
北
、
浚
深
之
為
齊
備
也
、
南
側
洒
水
、
夫
子
教
於
沫
料
之
間
、
今
於
城
北
二
水
之
中
、
即
夫
子
領
徒
之
所

也
、
従
征
記
日
、
沫
洒
二
水
、
交
於
愁
城
束
北
十
七
里
、
阪
里
背
沫
面
他
、
南
北
百
二
十
歩
、
束
西
六
十
歩
、
四
門
各
有
胤
、
北
門
去

沫
水
百
歩
餘
、
：

．．．．
 
憫
水
自
城
北
南
遥
科
城
西
、
南
合
祈
水
、

ま
た
同
書
同
巻
の
「
西
南
至
下
縣
、
入
於
洒
」
の
と
こ
ろ
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

と
こ
ろ
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

十
一
年
に
「
秋
、
宋
大
水
、
公
使
弔
焉
、
日
、
天
作
淫
雨
、
害
於
案
盛
、

稜
尚
可
種
、
故
日
不
害
嘉
穀
也
」
と
注
し
て
い
る
。
嘉
穀
、

大
水
に
よ
っ
て
麦
苗
が
全
滅
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

分
か
る
が
、
お
そ
ら
く
秋
の
大
雨
が
原
因
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
西
南
過
魯
縣
北
」
の

一四
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沫
水
又
西
南
流
於
下
城
西
、
西
南
入
紺
水
、
乱
流
西
南
、
至
魯
縣
東
北
又
分
岱
二
水
、
水
側
有
故
城
、
雨
水
之
分
会
也
、
沐
水
西
北
流

巡
孔
里
北
、
是
謂
沫
洞
之
間
突
、
春
秋
之
浚
沫
、
非
謂
始
迎
欠
、
西
南
流
、
世
謂
之
杜
武
溝
、

以
上
二
つ
の
記
事
に
よ
る
と
、

魯
城
の
北
を
沫
水

・
胴
水
が
流
れ
る
。
最
も
北
が
沫
水
で
、
そ
の
南
が
棚
水
、
両
水
は
魯
城
の
東
北
十

七
里
の
と
こ
ろ
で
合
流
し
て
酒
水
と
な
り
、
魯
城
の
西
を

へ
て
南
し
、
魯
城
の
南
を
流
れ
て
き
た
祈
水
と
合
す
る
。
沫
水
と
籾
水
と
の
間

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
魯
に
お
け
る
大
水
と
い
う
の
は
城
の
北
を
流
れ
る
沫
水
、
洞
水
、
南
を
流
れ
る
祈
水
を
指
す
か
、
そ
れ
ら

の
條
に
「
唯
水
又
東
速
誰
陽
縣
故
城
南
、
周
成
王
封
微
子
啓
於
宋
嗣
殷
後
、
噂
宋
都
也
」
と
あ
る
。
と
す
る
と
、
宋
の
大
水
と
は
商
丘
の

南
を
流
れ
た
雁
水
の
氾
濫
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
昭
公
十
九
年
の
鄭
の
大
水
に
つ
い
て
「
左
他
」
は
「
鄭
大
水
、
龍
闘
干
時
門
之
外

東
南
至
穎
川
長
平
入
頴
」
と
注
し
、
「
左
氏
会
箋
」
は
「
時

門
蓋
鄭
城
西
門
」
と
し
て
い
る
。
当
時
、
鄭
の
都
は
新
鄭
（
河
南
省
新
鄭
縣
西
北
）
で
、
泊
水
が
城
の
西
か
ら
南
を
通
っ
て
東
の
方
へ
流

れ
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
泊
水
が
時
門
近
く
で
氾
濫
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
水
経
注
」
巻
二
二
浩
水
の
條
で
も
次
の
よ
う
に
記
し
て

治
水
又
東
巡
新
鄭
縣
故
城
中
、
…
…
泊
水
又
東
為
治
渕
水
、
春
秋
僻
日
、
龍
闘
於
時
門
外
渚
渕
、
即
此
澤
也
、

潅
水
は
鄭
城
の
中
を
通
り
、
東
し
て
浩
渕
と
な
っ
た
が
、

泊
渕
の
あ
た
り
が
と
く
に
氾
濫
し
易
い
箇
所
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

要
す
る
に
春
秋
時
代
に
お
け
る
大
水
は
都
城
近
く
を
流
れ
る
比
較
的
小
さ
な
河
川
の
氾
濫
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
魯
の
場
合
は
桓
公

・
荘
公
時
代
に
集
中
し
、
他
の
時
代
は
そ
れ
程
多
く
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

い
る
。

春
秋
時
代
の
水
旱
災

消
渕
」

と
の
ぺ
て
い
る
。

杜
預
は

「
時
門
鄭
城
門
也
、

泊
水
出
榮
陽
密
縣
、

次
に
荘
公
十
一
年
の
宋
の
大
水
で
あ
る
が
、
宋
の
都
は
商
丘
、

の
中
い
ず
れ
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

に
朗
里
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

，
 
魯

aa

-a 

つ
ま
り
今
日
の
河
南
省
商
邸
県
南
で
あ
る
。

「
水
経
注
」
巻
二
四
碓
水

二
五
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次
に
問
題
に
な
る
の
は
限
防
で
あ
る
。
掲

」
昭
公
二
十
六
年
）

省
肥
城
．
，
二
．
西
北
に
あ
た
る
こ
と
や

の
ぃ
公
の
葵
丘
の

は
黄
河
の
ほ
と
り
に
あ
り

齊
の
防
門

か
と
推
測
さ
れ
る
。

次
に
水
災
の
対
策
で
あ
る
が
、
ま
ず
呪
術
的
宗
教
に
関
す
る
も
の
と
し
て
「
春
秋
」

IH公
二
十
五
年
に
「
秋
、
大
水
、
飯
用
牲
千
社
千

門
」
と
あ
り
、
「
左
他
」
に
「
秋
、
大
水
、
飯
用
牲
十
社
千
門
、
亦
非
常
也
、

凡
天
災
打
幣
無
牲
、

非
日
月
之
付
不
嫉
」
と
あ
る
。
大
水

に
あ
た
っ
て
妓
を
う
ち
、
犠
牲
を
社
と
門
に
用
い
た
と
い
う
。
門
は
朴
預
に
よ
る
と
国
門
、
「
左
氏
会
箋
」
に
よ
る
と
城
門
と
さ
れ
る
。

た
だ
し
「
左
他
」
で
は
大
水
に
蚊
を
う
ち
、
犠
牡
を
社
と
門
に
用
い
る
の
は
常
礼
で
な
い
と
い
う
。
た
し
か
に
そ
う
し
た
例
は
川
公
二
十

五
年
だ
け
で
あ
る
。
因
に
「
周
礼
」
地
官
鼓
人
に
よ
る
と
、
社
祭
に
用
い
ら
れ
る
の
は
霊
或
て
、
こ
れ
は

i
玄
の
注
で
は
「
六
而
懃
」
と

次
に
旱
災
の
と
き
と
同
様
、

行
わ
れ
な
力
っ
た
と
い
う
。
染
は
前
に
の
ぺ
た
よ
う
に
山
川
の
神
を
祭
る
こ
と
で
あ
る
。

用
さ
れ
る
こ
と
が
な
力
っ
に
か
が
問
題
と
な
る
。
第
一
は
浚
牒
で
あ
る
が
、

以
上
は
呪
術
的
宗
教
で
あ
る
が
、
大
水
の
と
き
は
あ
ま
り
行
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
他
に
河
川
の
氾
濫
を
予
防
す
る
技
術
が
採

「
・
ド
秋
」
荘
公
九
年
に
「
冬
、

道
也
、
魯
戦
敗
有
畏
齊
之
心
、
故
浚
而
深
之
、
以
備
所
師
之
至
」
と
の
ぺ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
説
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
荘
公
九
年
八
月
巾

申
、
稔
の
軍
隊
が
煩
の
軍
隊
と
乾
時

(nの
地
）
で
咬
い
、
敗
れ
て
い
る
し
、
経
に
よ
る
と
翌
十
年
正
月
、
魯
の
旺
公
が
汽
と
長
勺
（
仇

の
地
）
で
戦
い
、
勝
っ
て
い
る
。
当
時
、
ふ

．
沢
の
間
の
緊
張
閲
係
が
つ
づ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
荘
公
九
年
の
「
浚
味
」

が
防
邪

の
目
的
で
な
さ
れ
た
と
し
て
も

（
「
左
偶
」

浚
渫
の
技
術
を
知
っ
て
、
、
た
わ
寸
で
、
冶
水
の
た
め
の
浚
渫
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で

f
f、い

園氏
は
、
周
の
提
上
（
「
左

公
十
八
年
）
は
済
水
の
限
防
に
門
を
設
け
た
も
の
で
、
今
日
の
山

珠
水
の
浚
渫
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
土
預
は
「

深
之
岱
齊
備
也
」
と
庄
し
、

「
左
氏
会
箋
」
も
「
沫
水
在
秘
北
、
汽
伐
松
之

浚
沈
」
と
兄
え
る
。
こ
れ
は

と
を
請
う
て
い
る
が
、
子
産
が
許
さ
ず

．が
も
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

「
左
他
」
昭
公
十
九
年
に
よ
る
と
、

さ
れ
る
。
た
だ
し
春
秋
時
代
も
そ
う
で
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

春
秋
時
代
の
水
旱
災

の
大
水
の
際
、
国
人
が
禁
を
な
す
こ

H
/
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春
秋
時
代
の
水
1
十
災

会
合
の
盟
約
に
「
母
曲
防
」
、

つ
い
て
見
て
き
た
。
と
く
に
春
秋
時
代
は
旱
災
が
水
災
に
く
ら
ぺ
て
圧
倒
的
に
多
く
発
生
し
た
と
い
う
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
ど
う

い
う
こ
と
に
よ
る
の
か
、
む
す
び
に
代
え
て
簡
単
に
私
見
を
の
べ
て
み
よ
う
。

d
 

第
一
に
考
え
ら
れ
る
の
は
気
候
で
あ
る
。
竺
可
柏
氏
の
説
に
よ
る
と
、
周
初
は
寒
冷
で
あ
る
が
、
春
秋
時
期
（
前
七
七

0
ー
前
四
八

0
)

に
入
る
と
温
暖
に
な
る
と
い
う
。
そ
の
根
拠
の
―
つ
は
当
時
の
文
献
に
今
日
華
北
で
は
見
ら
れ
な
い
竹
や
梅
の
よ
う
な
亜
熱
帯
植
物
が
見

え
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
詩
経
」
国
風
召
南
〔
標
有
梅
〕
に
「
擦
有
梅
、
頃
代
咽
之
」
と
見
え
、
ま
た
同
書
国
風
術
風
〔
洪
奥
〕

以
上
、
春
秋
時
代
に
お
け
る
水
旱
災
の
発
生
数
、

む

発
生
時
期
、

す

び

な
ど
も
魯
城
近
く
に
限
防
の
よ
う
な
も
の
が
設
す
ら
れ
イ

と
す
る
と
、

一七

つ
ま
り
限
防
を
曲
げ
て
は
な
ら
な
い
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
限
防
の
建
設
は
春
秋
時
代
に
始
ま
る
と
す
る
。

ol 
h
u
 

し
か
し
曲
阜
近
く
の
洒
水

・
沫
水

・
祈
水
に
提
防
が
あ
っ
た
こ
と
を
つ
た
え
る
史
料
は
な
い
。
た
だ
顧
棟
高
は
魯
に
三
防
が
あ
っ
た
と
い

"“
 h

u
 

う
。
つ
ま
り
束
防
（
山
東
省
費
縣
）
、
西
防
（
山
東
省
金
郷
縣
）
、
防
山
（
山
東
省
曲
阜
縣
東
）
で
あ
る
。
程
発
靱
氏
は
さ
ら
に
詳
し
い
考

察
を
行
い
、
顧
氏
が
東
防
と
秋
氏
の
防
邑
と
を
同
一
視
し
て
い
る
の
に
疑
問
を
出
し
、
北
防
が
咸
氏
の
邑
で
山
東
省
泰
安
府
東
南
に
あ
っ

た
と
し
、
ま
た
防
在
（
山
東
省
諸
城
縣
境
）
も
あ
っ
た
と
す
る
。

山

・
防
在
の
五
つ
と
な
る
。
こ
れ
ら
は
城
を
築
き
、
防
禦
の
施
設
と
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
北
防
な
ど
は
「
水
経
注
」
巻

ニ
四
に
「
校
水
巡
距
平
故
城
東
、
而
西
南
流
、
城
東
有
魯
城
、
詩
所
謂
魯
道
有
落
、
所
子
由
趾
者
也
、
今
汝
水
上
火
水
有
文
姜
索
」
と
さ

れ
、
汝
水
の
ほ
と
り
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
或
は
促
防
な
ど
も
設
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
洞
水

・
沫
水

・
祈
水

>
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
明
ら
か
で
は
な
い
。

被
害
の
程
度
（
あ
ま
り
明
ら
か
で
は
な
い
が
）
、
国
家
の
対
策
な
ど
に

枠
の
防
邑
は
東
防

・
西
防

・
北
防
（
戒
氏
の
防
邑
）

・
防
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に
「
昭
彼
洪
奥
、
緑
竹
狛
椅
」
と
見
え
て
い
る
。
も
う
―
つ
は
「
春
秋
」
に
は
冬
も
氷
ら
な
か
っ
た
と
い
う
記
事
が
い
く
つ
か
見
え
る
こ

と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
春
秋
」
柏
公
十
四
年
（
前
六
九
八
）
に
「
春
正
月
、
…
…
無
氷
」
、
成
公
元
年
（
前
五
九
0
)
に
「
二
月
、

．．． 

…
無
氷
」

哀
公
二
十
八
年
（
前
五
四
五
）
に
「
春
、
無
氷
」
な
ど
と
見
え
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

に
氷
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
暖
冬
を
示
す
も
の
で
、
成
公
元
年
の
仕
預
の
注
も
「
同
二
月
、
今
之
十
二
月
、
而
無
泳
、

て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
と
は
逆
に
厳
冬
を
つ
た
え
る
記
事
も
あ
る
。
「
左
伝
」
応
公
九
年
（
前
七
一
四
）
三
月
に
「
大
雨
雪
」
、
「
春
秋
」

冬
温
」
と
の
ペ

但
公
八
年
（
前
七

0
四
）
冬
に
「
雨
市
ご
、
「
春
秋
」
倍
公
十
年
（
前
六
五

0
)
冬
に

五
七
五
）
正
月
に
「
雨
、
木
泳
」
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
春
秋
時
代
を
通
じ
て
暖
期
だ
っ
た
と
は
言
え
な
い
が
、
概
し
て
暖
か
い
年
が

多
か
っ
た
こ
と
、
そ
れ
も
旱
災
の
記
事
の
多
い
春
秋
後
期
だ
っ
た
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
春
秋
時
代
の
悴
の
設
業
が
泄
漑
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
天
水
を
主
体
と
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
前

つ
ま
り
雨
乞
い
を
し
ば
し
ば
行
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
推
測
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
春
秋
時
代
、
灌
漑
の
た
め
の

1
q
 u
 

用
水
路
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
が
い
く
つ
か
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
鄭

・
楚
両
国
関
係
の
も
の
で
あ
る
。
黄

A
 

耀
能
氏
は
糾
の
季
孫
斯
ら
が
祁
を
伐
っ
て
取
っ
た
淮
水
よ
り
束
の
田
と
祈
水
よ
り
西
の
田
（
「
春
秋
」
哀
公
二
年
）
、
季
康
子
が
祁
子
益
を

が
確
証
は
な
い
。
次
に
作
物
に
つ
い
て
見
る
と
、
魯
の
作
物
を
つ
た
え
る
の
は
「
春
秋
」
荘
公
七
年
の

「
麦
苗
」
と
同
荘
公
二
十
八
年
の

い
て
「
左
氏
会
箋
」
は
「
禾
未
秀
之
名
」
と
し
、
「
凡
古

は
壮
公
二
十
八
年
の
と
こ
ろ
で
禾
は
総
名
で
、
黍

・
稜

．
栢

．
菰

・
梁
す
ぺ
て
禾
と
言
う
が
、
古

1
で
禾
と
称
す
る
の
は
多
く
は
洪
で
あ

る
こ
と
を
「
呂
氏
春
秋
」
害
時
、
任
地
篇
「
詩
経
」
邸
風
七
月
、
「
特
子
」
封
祁
篇
な
ど
を
引
い
て
与
証
し
、

苗
は
始
生
の
称
、

は
成

「
麦
禾
」
で
あ
る
。
両
者
に
共
通
し
て
い
る
の
は
麦
で
、
そ
れ
は
大
麦
を
指
す
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
荘
公
七
年
の
「
苗
」
に
つ

叩
平
稲
禾
者
皆
指
梁
、
即
今
之
小
米
也
」
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
左
氏
会
箋
」

囚
え
た
負
瑕
（
「
左
伝
」
哀
公
七
年
）

な
ど
は
良
田
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

灌
漑
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
言
う

に
見
た
通
り
大
万
、

「
春
秋
」
成
公
十
六
年
（
前

た
し
か
に
竺
氏
の
言
う
よ
う
に
冬

朴
秋
時
代
の
水
Ir
災

「
大
雨
雪
」
と
あ
り
、

一八
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(10) (9) (8) 

春
秋
時
代
の
水
旱
災

切
前
掲
内
巻
一
ー
下
＇
参
照
。

⑥
孫
ム
叩
譲
「
周
礼
正
義
」
巻
二
十
三
参
照
。

一九

(5) (4) 秀
の
称
で
あ
る
と
し
一
ー
い
る
。
も
し
こ
の
考
証
が
正
し
い
と
し
た
な
ら
、
春
の
主
要
作
物
は
麦
と
喋
で
あ
っ
た
と
言
ォ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
ら
は
稲
と
異
な
リ
、
人
工
灌
漑
を
必
要
と
す
る
も
の
で
な
く
、
天
水
に
依
存
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て

旱
災
を
被
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

第
三
に
魯
城
の
位
匹
で
あ
る
が
、
沫

・
洞
水
と
祈
水
一
や
よ
っ
て
央
ま
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
決
し
て
大
河
川
の
流
域
こ
位
誼
し
一

で
は
な
い
。
他
の
魯
の
邑
も
同
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
大
量
の
降
雨
で
も
な
け
れ
ば
河
川
の
氾
濫
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で

謂
災
者
、
被
於
物
而
可
知
者
也
、
水
rぷ
吹
蛇
之
類
足
巳
、
異
者
、
ド
可
知
其
所
以
然
者
也
、
日
食
星
＇
で
五
石
六
出
之
類

1
心
巳
」
と
す
る。

他
公
三
年
の
「
不
雨
一
に
つ
い
て
、
「左
他
」
は
「
自
十
月
不
雨
、

秋
田
成
明
「
雰
祭
に
つ
い
て
」

（「
支
那
学
」
第
十
巻
特
別
号
所
叔
）
。

駒
井
和
愛

「
曲
阜
魯
城
の
逍
鉛
」
。

顧
棟
高
「
春
秋
大
事
表
」
六
下
。

は
あ
た
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

3) 

虹
洪
砲
丘
行
化
皆
云
、
非
常
日
異
、
ャ5
物
日
災
」
と
し
、
「
店
k
り
一
巻

i

-

i

四
況
行
志
一

（

一
犬
所

至
子
四
月
、
下
日
旱
、

い
た
の

不
為
災
也

j

と
し
て
い
る
か
ら
、
厳
密
に
言
う
と
旱
災
に

中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
山
束
工
作
隊

・
曲
阜
縣
文
物
管
理
委
貝
会
「
山
東
曲
阜
考
古
調
査
試
掘
簡
報
」
（
「
考
古
」
一
九
六
五
ー
―

i-
）
参
照
。

腸
究
「
戦
国
時
代
水
利
工
程
的
成
就
」
（
「
中
国
科
学
技
術
発
明
和
科
学
技
術
人
物
論
集
」
所
収
）
。

21

上
辛
は
上
旬
の
辛
、
季
辛
は
下
旬
の
辛
‘
―
左
他
」
は
「
秋書再＂、コ

、
早
甚
也
」
と
し
て
い
ろ
。

山

た

と
え
ば
、

詩
経
」
小
雅
正
月
の
統
は
「
鄭
餃
異

注

あ
る
。

気
候
に
左
右
さ
れ

采
生
産
は

(783) 



(14) (13) (l?J Ul) 

春
秋
時
代
の
水
旱
災

程
発
靱
「
春
秋
左
氏
側
地
名
岡
考
」
第
一
編
伍
゜

竺
何
柏
「
中
國
近
五
千
年
来
氣
候
皮
遷
的
初
歩
研
究
」
（
「
竺
何
柏
文
集
」
所
収
）
。

拙
稿

「
殷
周
時
代
の
水
利
問
題
」
（
「
人
文
研
究
」
―
ニ
ー
八
）
、
黄
耀
能
「
中
囚
古
代
股
業
水
利
史
研
究
」
参
照
。

前
掲
「
中
國
古
代
股
業
水
利
史
研
究
」。

四
〇

(784) 


